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１ 事業概要 

（１） 事業の現況 

① 給水（令和元年度決算状況調査より） 

 

② 施設（令和元年度決算状況調査より） 

水 源 ☑表流水，□ダム，□伏流水，☑地下水，□受水，□その他 

施 設 数 
浄水場設置数 12 

管 路 延 長 555千ｍ 
配水池設置数 30 

施 設 能 力 28,100㎥／日 施 設 利 用 率 68.8％ 

 

③ 水道料金 

水道料金体系の概要・ 

考え方 

基本料金は、口径別の料金体系を採用しております。従量料金

は、逓増型料金体系を採用しております。 

水道料金改定 年月日 

(消費税のみの改定は含まない) 
平成 23年４月１日 

 

④ 組織（令和２年８月１日現在） 

組織体制 ： １局（水道局） １課（水道課） ４係体制（管理係、営業係、施設計画

係、工務係） 

職 員 数 ： 23名 

職  種 ： 事務職員 15名 技術職員８名 

年齢構成 ： 20歳代：４名 30歳代：１名 40歳代：９名 50歳代：９名 

       平均年齢：46歳 

 

（２） これまでの主な経営健全化の取組 

① 水道事業ビジョンの策定 

平成 25年３月に厚生労働省から新水道ビジョンが公表されたことを受けて、「日

南市重点戦略プラン（2015～2019）」の基本理念や理想像を踏まえ、水道事業の中・

長期的なビジョンとして、平成 28年度に「新日南市水道事業ビジョン」及び「日

南市水道事業アセットマネジメント」を策定しました。また、平成 29年度に「耐

震化計画」、平成 30年度に「水安全計画」及び「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定

しました。 

 

供 用 開 始 年 月 日 大正８年 10月４日 計 画 給 水 人 口 52,500人 

法適（全部・財務）・ 

非適の区分 
法適用（全部） 

現 在 給 水 人 口 49,830人 

有 収 水 量 密 度 833㎥／ha 
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② 水道事業の一元化 

50年、100年後を見据えた効率的な水道事業を経営するため、平成 29年度に、

「日南市水道事業創設認可」を申請し、２か所の水道事業と、大島簡易水道事業を

除く８か所の簡易水道事業を統合した、「日南市水道事業」を創設しました。 

 

③ 民間委託の推進 

    市民サービスの向上と業務の効率化・減量化、コスト削減を図るために、水道メ

ーター検針業務、水道施設監視業務などを民間業者へ委託しています。 

 

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析 

   別紙１のとおりです。（令和元年度決算により作成） 

 

２ 将来の事業環境 

（１） 給水人口の予測 

   行政区域内人口及び給水人口は、国立社会保障・人口問題研究所が平成 30年３月

に公表した人口推計を基礎として予測しております。令和元年度の実績は、行政区域

内人口は 52,293人、給水人口は 49,830人でしたが、令和 11年度末の予測値は、行

政区域内人口は 43,490 人、給水人口は 41,456 人で、ともに約 16.8％減少する見込

みです。 
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（２） 水需要の予測 

近年の人口減少に伴い、水需要も減少傾向にあり、有収水量は平成 29年度から令

和元年度までで約 4.3％減少しております。令和元年度の有収水量は 6,041,584㎥で

したが、令和 11年度には 5,066,565㎥に減少する見込みです。 

 
 

（３） 水道料金収入の見通し 

（２）のとおり水需要の減少が見込まれるため、現行の水道料金体系を維持した場

合、水道料金収入は減少していく見通しです。令和元年度の料金収入は 966,363千円

でしたが、令和 11年度には 790,536千円に減少する見込みです。 
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（４） 水道施設の見通し 

本市の水道事業を取り巻く環境は、水道施設の老朽化などの課題に加え、将来的な

給水人口の減少に伴う給水需要の減少並びに水道料金収入の減少が予測され、非常

に厳しい状況です。 

このような中、水道事業の安定的な経営を達成するために、合理的かつ効率的な水

道施設の統廃合や、設備・管路の更新、耐震化等の事業を計画しています。 

 

① 重点事業 

水道施設の統廃合や、ネットワーク化による水道システムの再構築のために、こ

れまで市内に存在した複数の水道事業や簡易水道事業について、一部を除き統合

し一元化するため、「日南市水道事業創設認可」を行いました。主な事業内容は、

以下のとおりです。建設改良費は年間概ね３億円が見込まれます。 

ア 南郷地域の一部の水道施設を廃止し、日南地域の飫肥浄水場から南郷地域

へ送水する水道施設の一元化事業 

イ 富土地区と伊比井地区の水道施設統合事業 

ウ 既設配水池の耐震化事業 

 

② 構造物、設備及び基幹管路の更新事業 

「日南市水道事業アセットマネジメント」において設定した本市の更新基準に

基づく更新費用は、年間概ね５億円が見込まれます。 

 

③ 老朽化した配水支管の更新事業 

漏水や道路改良による管路の布設替えなどに、対応するものです。建設改良費は

年間概ね５千万円が見込まれます。 

 

④ 重要管路及び配水支管の耐震化事業 

平成 23 年度から 24 年度に実施した「水道施設の耐震性能評価（一次診断）業

務」に加え、27 年度に実施した「郷之原・大藤地区簡易水道施設基幹管路耐震化

計画」を踏まえて策定した「耐震化計画」をもとに、重要管路の耐震化事業を推進

するものです。また、重要管路から分岐する重要給水拠点までの配水支管を、重要

管路と同時に整備することにより、災害対策の効果を早期に発揮させるためには、

建設改良費は年間概ね２億７千万円が見込まれます。 

 

⑤ まとめ 

上記の事業をまとめると、年間の建設改良費は、合計で概ね 11億 2千万円が見

込まれますが、健全な財政収支の観点からは現実的ではありません。       
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そのため、重点事業を最優先し、耐震化事業及び更新事業などは平準化すること

として、毎年概ね７億円で実施します。 

 

（５） 組織の見通し 

現在の職員数は 23名です。内訳は、課長１名、管理係４名、施設計画係５名、工

務係７名、営業係６名です。 

今後は、業務量と業務内容を適切に把握しながら、費用対効果が認められるものは

業務委託を検討するなど、より一層の経営改善に努めます。併せて、必要に応じ職員

数を見直すことも検討します。 

 

３ 経営の基本方針 

（１） 経営理念 

「いつまでも、おいしい水を提供します」という経営理念を掲げ、市民の皆様に信

頼される水道事業を経営します。 

 

（２） 基本方針 

    経営理念を達成していくための基本方針は、厚生労働省が作成した、「新水道ビジ

ョン」の「持続」「安全」「強靭」の３つ観点を踏まえて設定します。 

① 「持続」 … 効率的な水道施設を整備します。 

② 「安全」 … 安全でおいしい水の安定供給を確保します。 

水安全計画に基づき、安全管理を確保します。 

③ 「強靭」 … 耐震化計画に基づき、基幹施設の耐震化を実施します。 

       危機管理マニュアルに基づき、危機管理体制を強化します。 

       事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき、緊急時の対応を強化します。 

 

４ 投資・財政計画（収支計画） 

（１） 投資・財政計画（収支計画） … 別紙２、別紙３のとおりです。 

 

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

目 標 

本市の水道事業を取り巻く環境を適切に反映し、水道施設の一元化や、

設備・管路の更新・耐震化などの事業を推進し、合理的かつ効率的な水

道事業の経営を目指します。 
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 （計画期間内に実施するおもな投資内容）              （単位：千円） 

区 分 重 点 事 業 更新・耐震化事業 合 計 

令和２年度 283,680  584,882  868,562  

令和３年度 286,866  433,224  720,090  

令和４年度 432,507  322,042  754,549  

令和５年度 356,420  356,135  712,555  

令和６年度 388,757  337,519  726,276  

令和７年度 494,933  228,463  723,396  

令和８年度 213,230  508,702  721,932  

令和９年度 255,113  457,635  712,748  

令和 10年度 256,594  487,261  743,855  

令和 11年度 355,666  393,184  748,850  

 

② 収支計画のうち財源についての説明 

目 標 
安定的な給水を継続していくために、必要な投資計画を推進しながら、

健全な経営を維持します。 

 

（財源の積算の考え方について） 

水道料金： 「２（３）水道料金収入の見通し」に記載したとおり、厳しい見込みとなる

ため、令和３年 10月に約 26.2％増の水道料金改定を見込んでいます。 

企 業 債： 企業債元金償還額未満の借り入れを原則とし、将来の企業債の残高を減らし

ます。 

補 助 金： 国庫補助の要件に合致する場合は、積極的に活用します。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

ア 人件費  

  平成 29年度から令和元年度の実績平均に基づき、見込んでいます。 

イ 動力費、薬品費 

 給水需要予測に基づき算定した額から、毎年 0.3％ずつ物価が上昇するものとし

て、見込んでいます。 

ウ 修繕費 

平成 29 年度から令和元年度の実績平均に基づき算定した額から、毎年 1.0％ずつ

増加するよう見込んでいます。また、毎年 0.3％ずつ物価が上昇するものとして、見

込んでいます。 

エ 減価償却費 

既往資産は予定額とします。また、新規取得資産は、資産の耐用年数に応じ定額法
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で、見込んでいます。 

オ 資産減耗費 

平成 29年度から令和元年度の実績平均に基づき、見込んでいます。 

カ その他維持管理に要する費用 

平成 29 年度から令和元年度の実績平均に基づき算定した額から、毎年 0.3％ずつ

物価が上昇するものとして見込んでいます。また、令和４年度から隔月検針を導入

し、コスト縮減を図ります。 

キ 支払利息 

   支払利息は、既往債は予定額とします。新規債は利率を 1.0％として、見込んでい

ます。 

ク 資産維持費 

   資産維持費は、事業の施設実体の維持などのために、水道施設の建設改良、再構築

及び企業債の償還等に充当されるべき額であり、維持すべき資産に 1.0％を乗じて、

見込んでいます。 

 

（３） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 投資についての検討状況 

民間の資金・ノウハウ等の活用 

（PFI・DBOの導入等） 
未反映の取り組みは、特にありません。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 
未反映の取り組みは、特にありません。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 
未反映の取り組みは、特にありません。 

施設・設備の長寿命化等の 

投資の平準化 

水道施設・設備の改修計画を策定し、長寿命化の検討

を行います。 

広域化 未反映の取り組みは、特にありません。 

その他の取組 未反映の取り組みは、特にありません。 

 

② 財源について検討状況 

水道料金 未反映の取り組みは、特にありません。 

企 業 債 未反映の取り組みは、特にありません。 

繰 入 金 未反映の取り組みは、特にありません。 

資産の有効活用による収入増加

の取組 
未反映の取り組みは、特にありません。 

その他の取組 未反映の取り組みは、特にありません。 
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③ 投資以外の経費についての検討状況等 

委託料 
委託業務全般を見直し、費用対効果に見合った業務委

託を実施します。 

修繕費 未反映の取り組みは、特にありません。 

動力費 未反映の取り組みは、特にありません。 

職員給与費 未反映の取り組みは、特にありません。 

その他の取組 未反映の取り組みは、特にありません。 

 

５ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

経営戦略の事後検証、更新等に

関する事項 

常に経営状況の改善が図られるよう、毎年の決算状況

を見ながら、概ね３～５年で財政計画・投資計画を見

直します。 

 


